
第��号議案

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次の

ように改正する。

第��条第�項第�号中「保健環境科学研究所」を「総務部原子力安全対策課」

に改める。

附 則

この条例は、平成��年�月�日から施行する。
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